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国家公務員退職手当法等の－部を改正する法律案の概要

I議灘霧謹蕊鴬

不祥事を起こした国家公務員に対する退職手当の支給制限？返納制度に関する法制上の課題等

について検討した「国家公務員退職手当の支給の在り方等に関する検討会」の報告書を踏まえ、

返納事由の拡大など所要の措置を講ずる。

|鵜爵灘蟻瀧鶏

1．第2条の2関係

遺族の範囲及び順位（現行第11条)、遺族からの排除（現行第11条の2）を統合し、総則

の中に規定する。

、

2．第6条の4関係

退職手当の調整額の支給制限（現行第8条第2項第1号）の規定を、調整額の計算の特例を規

定した第6条の4第4項に移動し、その対象者、勤続期間、退職理由により整理して規定する。

3．第11条関係

「懲戒免職等処分｣、 「退職手当管理機関」の定義について規定する。

4．第12条関係

退職した者が懲戒免職等処分を受けて退職をしたとき又は失職したときは、退職手当管理機関

が、退職した者等に対し、退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことがで

きること等について規定する。

5．第13条関係

退職した者等に対しまた退職手当が支払われていない場合において､退職手当管理機関が退職

した者についてその者が職員としての在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたこ

とを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき等は､退職した者等に対し、退職手

当の支払を差し止める処分を行うことができることについて規定する。

、

6．第14条関係

退職した者等にまだ退職手当が支払われていない場合において、退職した者の在職期間中の行

為に関し退職後に禁銅以上の刑に処せられたとき等において、退職手当管理機関が、退職した者

等に対し、退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができること等につ

いて規定する。

7．第15条関係

退職した者に対し退職手当が支払われた後において、退職した者が基礎在職期間中の行為に係

る刑事事件に関し禁銅以上の刑に処せられたとき等は､退職手当管理機関が､退職した者に対し、

2



退職手当の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができること等について規定する。

8．第16条関係

死亡による退職をした者の遺族等に退職手当が支払われた後において、退職手当管理機関が退

職した者について、その者が職員としての在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をした

と認めたときは、退職手当管理機関が、遣族等に対し、退職手当の全部又は一部の返納を命ずる

処分を行うことができること等について規定する。

9．第17条関係

退職した者等に対し退職手当が支払われた後において、退職手当の支払を受けた者が退職手当

の返納命令を受けることなく死亡した場合は､退職手当管理機関が、その相続人に対し、退職し

た者が職員としての在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを
理由として、退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができること

等について規定する。

I

10．第18条関係

退職手当管理機関は、返納命令、納付命令等の処分を行おうとするときは、退職手当・恩給審

査会に諮問しなければならないこと等について規定する。

11．第19条関係

職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再て

の法律の規定による退職手当は、支給しないこと等について規定する。

その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、こ

12．その他

所要の規定の整備を行う。

|鰯灘議蕊蔦譲繍

咄

施 行：

事務次官会議：

閣 議：

公布の日から起算して6月超えない範囲において政令で定める日

未定 ：

未定
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条文の位置についての考え方

1．現行法の条文の位置について

（1）章立てについて

国家公務員退職手当法（以下「退手法」という｡）による退職手当には、大きく一般

の退職手当と特別の退職手当の2つがあり、法制定前はそれぞれ退官退職手当支給要綱

(昭和22年3月29白閣議決定)及び労働基準法等の施行に伴う政府職員にかかる給与
の応急措置に関する法律（昭和22年法律第167号）により定められていたが、退手法

の前身である昭和24年度総合均衡予算の実施に伴う退職手当の臨時措置に関する政令
（昭和24年政令第264号）により統合されたb

このような沿革を受け、現行法では、全体を4，つの章に分け、第一章を「総則」とし

て法の趣旨等の通則的な規定を置き、第二章を｢一般の退職手当｣、第三章を「特別の

退職手当｣、第四章を「雑則」として、それぞれに関する規定を置いている。、

（2） 「第一章総則」について

第一章は､法の趣旨､退職手当制度全般に関する融I的事項について規定しており、
具体的には、

①趣旨規定（第1条）

②適用範囲に関する規定（第2条）

③退職手当の支払の原則に関する規定(第2条の2）

の順に列挙されている。

(s)「第二章一般の退職手当」について ゞ

第二章は､退職手当の基本額及び退職手当の調整額からなる「一般の退職手当］の計
算方法について規定している。具体的には、

①一般の退職手当の根拠規定（第2条の3）

②退職手当の基本額の計算方法に関する規定（第3条～第6条のS)

③退職手当の調整額の計算方法に関する規定（第6条の4）

④一般の退職手当の額が小さい者（短期勤続者が整理退職した場合など）に対する特

例的な計算方法に関する規定（第6条の5）

⑤退職手当の基本額を算定する基本的要素となる勤続期間に関する規定(第7条～第
7条のS)

⑥一般の退職手当の支給制限に関する規定‘(第8条)

の順に列挙されている。

退職手当の支給制限は、支給額がゼロとなる場合であると整理し、退職者の退職手当

額の計算方法に関する規定の一つとして第8条に位置付けられている。

ザ
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へ

（4） 「第三章特別の退職手当」について

第三章は、 「特別の退職手当｣くすなわち、労働基準法による解雇手当及び雇用保険法
による失業等給付に相当する、 「予告を受けない退職者の退職手当」及び「失業者の退

職手当」について規定している。具体的には、

①予告を受けない退職者の退職手当（第9条)、

②失業者の退職手当（第10条）

の順に列挙されている｡

(5) 「第四章雑則」について

第四章は、一般の退職手当及び特別の退職手当の双方に関して、前章までの規定を実

施するに際しての付加的な事項を規定している。具体的には、

①遺族の範囲等に関する規定（第11条及び第11条の2)､

i ②一般の退職手当及び予告を受けない退職者の退職手当（以下「一般の退職手当等」

という｡）の支給制限等に関する規定(第12条~第12条のs)､
③国家公務員から地方公務員となった者についての勤続期間の取扱いに関する規定
（第13条)、

④法律を実施するための政令への委任規定‘(第14条）

の順に列挙されている。

第12条～第12条の3の支給制限等は､一般の退職手当及び予告を受けない退職者の

退職手当の支給制限に関する規定であることから、一般の退職手当の支給制限に関する

規定である第8条（第2章）の次ではなく、雑則に置かれている。

I

2．今回の改正による新たな条文の位置についての考え方

（1）章立てについて

改正後の支給制限等は、現行法における退職手当の計算方法に関する規定という性質

に加え、そもそも退職手当を支給するかどうか、支給するとしてもどの程度支給するか

といった判断に関する規定という性格を新たに有することとなる。したがって､新たな

章を設けて規定する。またぐ改正後の支給制限等を行うに際しての、第三者機関への諮

問手続についても、この新たな章で規定する。

改正後の章立ては、次の通り。

①「第一章総則」

』②「第二章一般の退職手当」

③「第三章特別の退職手当」

④「第四章退職手当の支給制限等」 （新設）

⑤「第五章雑則」

（2） 「第一章総則」について

①新第2条の2 （遣族の範囲及び順位）について

退職手当を受給する固有の権利をもつ遺族の範囲および順位に関する規定は、現行

法では第11条として「第四章雑則」に置かれている。しかし、退職手当の受給権

者の範囲という退職手当制度全般に関する通則的事項であることから､ 「第一章総

、

$
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則」に置くこととし、新第2条の2第1項から第3項として規定する。

また、遺族のうち職員又は他の遺族となるべき者を故意に死亡させた者を退職手当

の支給対象から除外する規定として「第四章雑則」に置かれている現行法第11条

の2についても、同様の理由から、 ｢第一章総則」に置くこととし、新第2条の2

第4項として規定する。

（3） 「第二章一般の退職手当」について

①新第6条の4 （退職手当の調整額)について、

現行法において、退職手当の調整額が支給されない者については､一般の退職手当

の支給制限の規定である第8条第2項として規定されている。

しかし、当該支給制限は、退職手当の調整額についての制度設計自体に関するもの

であるため､退職手当の調整額の規定である現行法第6条の4に統合し、新第6条の

4第4項第3号、第5号とする｡

②新第8条（独立行政法人等役員として在職した後引き続いて職員となづた者の在職

期間の計算）

現行法第8条(退職手当の支給制限）の第1項から第3項は､それぞれ新第12条

（後述)､新第6条の4第4項第3号、第5号及び新第19条第3項（後述）に分割さ

れ､空の条文となる。これに伴い､第S条以降の条番号において枝番号の使用を避け
るため、現行法第7条の3 （第4項を除く）を新第8条とする。

、
、
ｑ

（4） 「第四章退職手当の支給制限等」について（新設）

①新第11条（定義） （新設)

第四章における用語についての定義規定のため、第四章の先頭に新第11条を置く。

②新第12条(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)、新第13条（退

職手当の支払の差止め)､新第'4条(退職後禁銅以上の刑に処せられた場合等の退職手
当の支給制限）について

一般の退職手当が支給されない者について規定している現行法第8条第1項及び

第12条、第12条の2については､今回の改正により支給制限事由を拡大することに

伴い、その対象者を新第12条、新第13条、新第14条に時系列に沿って分けて規定

した。新第12条においては､現職の職員が懲戒処分等を受けた場合を対象に、新第

13条においては､退職後､退職手当が支払前に、退職手当の支払を差し止める場合を

対象に､新第14条では退職した者（死亡による退職の場合にはその遺族）でまだ一

般の退職手当等が支払われていない場合を対象にしている。

③新第15条（退職した者の退職手当の返納)、新第16条（遺族等の退職手当の返納)、

新第17条(退職手当支給者の相続人からの退職手当相当額の納付）について（新設）
退職手当の返納に関する原則規定（新第15条）の次に、新第16条、新第17条を

新たに設け、死亡退職した者の遺族や退職手当の支払を受けた者が死亡した場合のそ

の相続人等に返納又は納付を命ずることを可能とする規定を置く。
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I

④新第18条(退職手当・恩給審査会等への諮問）について（新設） ､

退職手当管理機関が返納､納付命令処分等を行う際には、退職手当。恩給審査会等

に諮問ずることとする規定(新第18条）を設け､新第17条の次に置く．

（5） 「第五章雑則」について

○新第19条（職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の．

不支給）について 、

現行法第8条第3項は、退職の日又はその翌日に再び職員になった場合に退職手当

を支給しないという原則について規定している。

これを踏まえ、現行法第7条の2第4項､第7条のS第4項及び、第13条におい

ては、国家公務員が人事交流等の事由により退職し、引き続いて公庫等の職員や地方

公務員となった場合で、その在職期間を退職手当の額の算出に係る勤続期間に通算す

るよう特例が設けられている時には、当該退職については退職手当を支給しないこと
が規定されている｡

以上の規定は、引き続いた在職期間の取扱いに係るものとして整理されるため､一
つの条文に統合することとし、その性質ば退職手当の支給に関する特例と位置づけ

I

られるため、 「第五章雑則」において新第19条として規定する。

以上

、
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現行第8条第2項第2号の改正（廃止）について

1 規定の経緯

退職手当の調整額は、在職期間中の貢献度をより的確に反映するための制度として

平成17年の法改正により創設されたものである。

法第8条第2項第2号において､自己の非違により退職した者について、退職手当

の調整額を支払わないこととしたのは､そのような者に対しては、一定程度、公務へ

の貢献を減じて評価すべきであるとの観点から、退職理由と勤続年数に応じて算定さ

れる退職手当の基本額についての支給制限を行わないまでも、当該公務への貢献度を
勘案する退職手当の調整額については､支給制限を加えることが適当と判断したもの

である。これにより、懲戒免職処分を受けた者には退職手当が全く支給されず､懲戒

免職以外の懲戒処分を受けた者には、当該処分後これが理由で辞職した場合であって

も退職手当が満額支給されるという不均衡が一定程度は緩和されることとなった。

なお、 「非違により退職した者｣については､政令で「退職の日から起算して3月
前までに当該非違を原因として退職したもの」と規定しているが、この「3月前まで

に」は､非違と辞職との因果関係があるものと擬制する期間として適当であると判断
したものであり、運用の統一性から一定の期間を示す必要があったからである｡

（

2 これまでの適用実績 ・

平成18年度は19件、平成19年度は15件

s改正（廃止）する理由

今回、懲戒免職処分を受けた者に対する一部支給制限制度の導入に伴い、第8条第
2項第2号については、上記メリット以上に以下のデメリットが大きくなったため、

廃止することとする。なお、懲戒免職に至らない非違行為を行った場合であっても、

停職、減給等の処分を受けた者の人事評価を厳正に行うことで、退職時の退職手当の

額にも反映させることが可能となっている。

①調整額の支給制限という仕組みが、懲戒免職以外の懲戒処分とセットで退職勧奨

が行われ、非違を犯した者がその退職勧奨に応じることを事実上前提としているこ

とを考えると、近年の退職管理の考え方からはそぐわないものとなっていること

②民間での支給制限のあり方を見ると当該支給制限は、あくまで退職を事実上強

制する懲戒解雇や諭旨解雇に伴うものであり、停職等の処分を受けたことを理由に
退職した場合にまで行っていないこと

③現行制度は、懲戒免職処分以外の懲戒処分を受けた直後に自主的に退職した者に

は調整額が支給されない一方で、懲戒免職処分以外の懲戒処分を受けた後3月以上

在職しその後退職した者(3月間居座った者）には、調整額が満額支給されるとい

う不合理な部分もあり、また､現行の懲戒免職処分以外の懲戒処分を受けて3月以
内に退職した者は非違と辞職との因果関係があるものと擬制し調整額を不支給と

する現行制度について、退職手当の支給の在り方等に関する検討会の報告書におい

て、その理論的根拠が必ずしも明確でないことから、廃止することも検討すべきで

あるとの指摘を受けたこと
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